
- 1 -

議案第７１号

取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について

取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例（昭和４９年条例第２３

号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２８年１１月２９日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市手数料，使用料における受益者負担のあり方に関する基本方針に基づき，公

平性・公益性の確保の観点から，取手勤労青少年体育センターの使用料の額を見直す

ほか，文言の見直しその他所要の整備を行うため，本条例の一部を改正するものです。
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取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例（昭和４９年条例第２３

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

(使用の不承認) (使用の不承認)

第 5条 市長は，次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは，体育センタ

ーの使用を承認しないことができる。

第 5条 市長は，次の各号の一に該当する

と認められるときは，体育センターの使

用を承認しないことができる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 体育センターの管理上特に支障が

あるとき。

(2) スポーツセンターの管理上特に支

障があるとき。

(3) (略) (3) (略)

(4) 前 3 号に掲げるもののほか，市長

が使用させることを不適当と認める

とき。

(4) 前各号のほか，市長が使用させる

事を不適当と認めるとき。

(使用承認の取消し等) (使用承認の取消等)

第 6条 市長は，第 4条の規定により使用

の承認を受けた者が，次の各号のいずれ

かに該当する場合は，その承認を取り消

し，使用を制限し，若しくは停止し，又

は退館を命ずることができる。

第 6条 市長は，第 4条の規定により使用

の承認を受けた者が，次の各号に該当す

る場合は，その承認を取消し，使用を制

限し，若しくは停止し，退館を命ずるこ

とができる。

(1)から(3)まで (略) (1)から(3)まで (略)

(4) 前 3 号に掲げるもののほか，市長

が体育センターの管理上，特に支障が

あると認めたとき。

(4) 前条各項のほか，市長が体育セン

ターの管理上，特に支障があると認め

たとき。

(使用料の額等) (使用料)

第 7条 (略) 第 7条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 使用料は減免しない。ただし，市長が

スポーツ増進，社会教育の向上，その他

公益上必要があると認めたときは，使用
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別表を次のように改める。

別表（第７条関係）

備考 使用時間の区分が２以上にわたる場合にあっては，それらの合算額とする。

料を免除することができる。

(使用料の減免)

第 8条 市長は，公益上必要があるときそ

の他特別の理由があると認めるときは，

規則で定めるところにより，使用料を減

額し，又は免除することができる。

(使用料の還付)

第 9条 既に納入した使用料は，還付しな

い。ただし，次の各号のいずれかに該当

する場合は，使用料の全部又は一部を還

付することができる。

第 8 条 すでに納入した使用料は還付し

ない。ただし，次の各号に該当する場合，

使用料の全部又は，一部を還付すること

ができる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 使用日前日までに使用の取消しを

申し出たとき。ただし，第 4条第 1項

ただし書の規定に該当する場合にあ

っては，この限りでない。

(2) 使用日前日までに使用の取消しを

申し出たとき。ただし，第 4条第 1項

ただし書の場合は，この限りでない。

第 10 条及び第 11 条 (略) 第 9条及び第 10条 (略)

(損害賠償) (損害賠償)

第 12 条 使用者は，体育センターの施設

等を損傷し，又は滅失したときは，これ

によって生じた損害を賠償しなければ

ならない。

第 11 条 使用者は，スポーツセンターの

施設等を損傷し，又は滅失したときはこ

れによって生じた損害を賠償しなけれ

ばならない。

(管理の委託)

第 12 条 市長は，体育センターの管理を

委託することができる。

区分

午前 午後 夜間

午前９時から

正午まで

正午から午後

５時まで

午後５時から

午後９時まで

使用料 ６００円 １，０００円 １，２５０円
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付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の申請に係る使

用料について適用し，同日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。


